
【確保方策】
・令和7年度から事業者の公募を開始しました。
・令和8年度からは、乳児等のための支給給付として本格的に事業を実施します。

①量の見込み 17 18 18 17 17

市全域
(人日/月)

大網白里市全域 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

8
1歳児 5 6 6 5 5

内
訳

0歳児 8 8 8 8

2歳児 4 4 4

確保の状況②-① ▲12 ▲12 ▲8 ▲3 0

4 4
②確保方策 5 6 10 14 17

①量の見込み 13 14 14 13 13

確保の内容
令和7年10月よりみどりが丘保育園で実施。
令和7年11月より子育て支援館で実施。

地域別

大網地域 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

6
1歳児 4 5 5 4 4

内
訳

0歳児 6 6 6 6

2歳児 3 3 3

確保の状況②-① ▲10 ▲10 ▲6 ▲1 0

3 3
②確保方策 3 4 8 12 13

①量の見込み 3 3 3 3 3

確保の内容 令和7年10月よりみどりが丘保育園で実施。

増穂地域 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

1
1歳児 1 1 1 1 1

内
訳

0歳児 1 1 1 1

2歳児 1 1 1

確保の状況②-① ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 0

1 1
②確保方策 2 2 2 2 3

①量の見込み 1 1 1 1 1

確保の内容 令和7年11月より子育て支援館で実施。

白里地域 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

1
1歳児 0 0 0 0 0

内
訳

0歳児 1 1 1 1

2歳児 0 0 0

確保の状況②-① ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 0

0 0
②確保方策 0 0 0 0 1

確保の内容

(2)第３期子ども・子育て支援事業計画における乳児等通園支援事業の
  「量の見込み」及び「確保方策」の代用計画について

資料２

(差替版)



（別添１）参考様式

市町村（特別区）名

記載事項

第三期市町村子ども・子育て支援事業計画 代用計画

大網白里市

（記載例）
○ 地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教
育・保育施設との間で情報を共有することができる体制を整備する。

※本参考様式は、「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の「量の
見込み」及び「確保方策」代用計画について（依頼）」（令和６年12月27日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡）の別添
でお示しした、量の見込み及び確保方策に関する代用計画の様式と統合して活用いただくことも可能です。

（乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容について）




